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2020 年 2 月 14 日 

各  位 
 
         

会 社 名 
代表者名 

株式会社テー・オー・ダブリュー 
代表取締役社長兼最高経営責任者 

(CEO) 秋本 道弘 
（コード番号：4767 東証第一部） 
問合せ先 
 
T E L 

取締役兼執行役員管理本部長  
梶岡 二郎 

03－5777－1888 
 

 

株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正 

及び株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更、配当予

想の修正及び株主優待制度の一部変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1．株式分割について 

  （1）株式分割の目的 

当社株式の投資単価あたりの金額の引き下げにより、当社株式に、より一層投資しやす

い環境を整えることで、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的

にしております。 

 

（2）株式分割の概要 

① 分割の方法 

        2020 年 3 月 31 日（火）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録さ

れた株主様の所有する普通株式を、1 株につき 2 株の割合をもって分割いたします。 

 

② 分割により増加する株式数 

        株式分割前の発行済株式総数   ：  24,484,548 株 

        今回の分割により増加する株式数 ：  24,484,548 株 

         株式分割後の発行済株式総数   ：  48,969,096 株 

         株式分割後の発行可能株式総数  ： 120,000,000 株 

    ※上記株式数につきましては、2019 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数に基づき記載 

しているものであり、株式分割の基準日までの間に新株予約権の行使により増加する 

可能性があります。 
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③ 日程 

      基準日公告日 2020 年 3 月 16 日（月） 

      基準日    2020 年 3 月 31 日（火） 

      効力発生日  2020 年 4 月 1 日（水） 

 

      ④ 資本金の額の変動 

         今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 

 

⑤ 新株予約権の行使価額の調整 

株式分割に伴い、2020年4月1日の効力発生日と同時に新株予約権の目的となる 

1株当たりの行使価額を以下のとおり調整します。 

銘 柄 
1 株当たりの行使価額（注） 

調整前 調整後 

第 6 回新株予約権 0.5 円 0.25 円 

第 8 回 A 号新株予約権 0.5 円 0.25 円 

第 8 回 B 号新株予約権 0.5 円 0.25 円 

第 8 回 C 号新株予約権 0.5 円 0.25 円 

第 10 回新株予約権 554 円 277 円 

（注）新株予約権の行使の際の新株予約権 1 個あたりの払込金額の変更はありません。 

 

2．定款の一部変更について 

 （1）変更の理由 

      今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、2020 年 4 月 1 日付を 

もって、当社の定款第 5 条の発行可能株式総数を変更いたします。 

 

 （2）変更の内容 

 （下線は変更箇所を示します。） 

変更前 変更後 

（発行可能株式総数） 

第 5 条  当会社の発行可能株式総数は、 

60,000,000 株とする。 

（発行可能株式総数）  

第 5 条  当会社の発行可能株式総数は、 

120,000,000 株とする。 

 

 （3）日程 

      定款変更の効力発生日 2020 年 4 月 1 日（水） 
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3．配当予想の修正について 

     今回の株式分割に伴い、1 株当たり配当予想を以下のとおり修正いたします。 

   なお、配当予想に実質的な変更はありません。 

 配当金 

第 2 四半期末 期末 年間 

前回予想 

（2019 年 12 月 13 日公表） 
16 円 50 銭 15 円 31 円 50 銭 

今回修正※ 

（株式分割を考慮しない金額） 

16 円 50 銭 

（16 円 50 銭） 

7 円 50 銭 

（15 円） 

‐ 

（31 円 50 銭） 

   ※第 2 四半期末配当については実績、年間配当予想については第 2 四半期末（分割前基準）

と期末（分割後基準）で単純計算ができないため、記載しておりません。 

 

4．株主優待制度の一部変更について 

 （1）変更の理由 

      当社は、2020 年 3 月 31 日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録され

た株主様の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割することを決議いたし

ました。それに伴い、株主優待制度につきまして、下記のとおり一部変更することといた

します。 

なお、株主優待制度に実質的な変更はありません。 

 

 （2）変更の内容 

   （現行） 

保有株数 保有期間 

500 株以上 
1 年以上 3 年未満 3 年以上 

QUO カード 500 円分 QUO カード 2,000 円分 

 

   （変更後） 

保有株数 保有期間 

1,000 株以上 
1 年以上 3 年未満 3 年以上 

QUO カード 500 円分 QUO カード 2,000 円分 

 

  

 

 

以 上 


